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生活支援ヘルパー養成研修を受講した

ことがある方
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宝塚市認定生活支援ヘルパー

〜新しい自分に出会える〜

協力：兵庫県福祉人材センター（兵庫県社会福祉協議会）

主催：宝塚市



Q .就職相談会ってなにするの？

A .生活支援ヘルパー養成研修を受講した方が実際にヘルパーとして働くに

あたっての相談や疑問などについて、福祉の就労支援に特化した兵庫県福

祉人材センターの職員が相談に応じます。

Q .すぐにヘルパーとして働きたい！

A .相談会には複数のヘルパー事業所が参加します。気になる事業所に直接

働き方を相談していただくことができるほか、ヘルパーとして働く上での

様々な相談ができます。

Q .生活支援ヘルパーって需要はあるの？①

A .令和８年度から事業の見直しを行い、要支援者等へのヘルパーサービス

は、原則、生活支援ヘルパーが従事できる「訪問型サービスA」を利用す

るようになるため、需要は非常に高まっています。

Q .生活支援ヘルパーって需要はあるの？②

A .ヘルパー事業所にとっても、生活支援ヘルパーを雇用することにより、

新たな加算取得が可能になり、訪問型サービスAを実施する上での事業収

益の増加が見込まれます。

Q .週１回からでも働けますか？

A .ヘルパーは柔軟な働き方ができる職種であり、週1回短時間でも活躍し

ているヘルパーはたくさんいます。具体的な勤務時間や曜日等は相談会で

ご相談いただけます。


